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　金融の自由化、国際化、技術革新に伴い金融機関の業務はますます多様化、高度化し、管理すべきリスクも急速に増大しています。 
　当金庫は、経営の健全性を維持するためリスク管理を経営上の最重要課題と位置付け、リスク管理の諸規程を定め、時代の変化に即
応し、お客様に安心してお取引いただけるよう、態勢の充実・強化に努めております。 

　信用リスクとは、企業や個人への貸出金が回収不能又
は利息の継続的な取立が不能になるリスクのことです。 
　当金庫では、貸出金資産の健全性を維持するために、「先
取り審査」「事前協議」「融資先実態把握表」による分析
等により審査管理体制の強化を図っております。具体的には、
個々の案件ごとに経営能力・営業基盤・業界の将来性等
のほか、財務内容の健全性、投資計画の妥当性及び採算性、
回収の可能性等を総合的に検討して厳正な審査と管理に
努めています。 
　また、適切な自己査定が実施できるよう、職員のスキルア
ップに努めるとともに、適正な資産の償却と引当により資産
の健全性を確保しております。 
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　事務リスクとは、日常の事務処理上において発生するミス
や不正による損失及び信用を毀損するリスクのことです。 
　当金庫では、内部牽制組織として他の部門から独立した
監査室を設置して本部・営業店の立入検査を実施し、事務
処理の厳正化と事故防止に努めています。また、営業店自
ら行う、自店検査を定例で義務づけており、創立以来培っ
てきた「信用」「信頼」を増進するべく、相互牽制機能が働
く組織と人づくりに努めております。 

　システムリスクとは、コンピュータシステムのダウン又は誤作
動等、システムの不備等に伴い金融機関が損失を被るリス
クであり、さらにコンピュータが不正に使用されることにより金
融機関が損失を被るリスクです。 
　金融機関のコンピュータシステムは高い公共性と広汎性
を有しており、システムの安全性とデータの機密保持が要求
されています。これらの情報システムの安全性・信頼性を維
持し、情報資産の保護を図り適切なシステムリスクの管理体
制の構築に努めております。 

　金融機関をめぐる様々な危機要素（犯罪・災害・火災・コ
ンピュータ障害等）が存在しており、それらの危機を未然に
防止したり、事前に準備することが重要と考えます。それら
の被害を最小限に抑えるための態勢を整備し、危機管理体
制の充実・強化に努めております。 

　経営の透明性と健全性保持のため、外部監査法人を選
任し、監査体制の強化を図っております。平成18年度まで「監
査法人夏目事務所」を会計監査人として選任しておりまし
たが、任期満了により退任し、平成19年度以降は「新日本
監査法人」が会計監査人に就任しております。 

　流動性リスクは、市場の混乱等により市場において取引
ができなかったり、通常よりも著しく不利な価格での取引を
余儀なくされる「市場流動性リスク」と、金融機関が財務内
容等の悪化により必要な資金が確保できなくなり、資金繰り
がつかなくなる場合や資金の確保が通常よりも著しく高い
金利での資金調達を余儀なくされる「資金繰りリスク」とが
あります。 
　当金庫では、不測の事態に対応できる十分な支払準備
資産を確保し、経営の健全性維持に努めております。 

　市場リスクとは、資産（貸出金・有価証券など）・負債（預
金など）双方の金利変動に伴う「金利リスク」、株式や債券
などの価格変動がもたらす「価格変動リスク」、外国為替相
場変動に伴う「為替リスク」等をいいます。 
　当金庫では、ALM（資産・負債の総合管理）委員会機能
の充実を目指しております。預金・貸出金の金利、利鞘の
総合的な検討、金利予測、リスク分析、収益シミュレーション
等を通じ、当金庫の安定収益確保のため、これらのリスクに
対して迅速・適切な対応ができるようALM管理手法の向上
を図っております。 
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